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平
成
二
十
一
年
度
補
正
予
算
執
行
停
止
に
関
す
る
再
質
問
主
意
書

政
府
は
平
成
二
十
一
年
十
一
月
十
三
日
の
政
府
答
弁
書
（
内
閣
衆
質
一
七
三
第
五
〇
号
、
以
下
答
弁
書
と
す
る
）
の
中
で
、

「
平
成
二
十
一
年
度
第
一
次
補
正
予
算
の
執
行
の
見
直
し
に
当
た
っ
て
は
、
総
理
指
示
に
基
づ
き
、
現
場
の
実
情
を
確
認
し
な

が
ら
、
政
策
的
必
要
性
を
精
査
し
、
地
域
経
済
や
国
民
生
活
等
に
与
え
る
影
響
も
勘
案
し
つ
つ
、
執
行
の
是
非
を
点
検
し
た
と

こ
ろ
で
あ
り
、
子
育
て
応
援
特
別
手
当
の
支
給
の
準
備
の
た
め
に
生
じ
た
経
費
及
び
執
行
停
止
に
伴
い
新
た
に
生
じ
る
こ
と
と

な
る
経
費
に
つ
い
て
地
方
公
共
団
体
に
対
し
て
補
助
を
行
う
こ
と
と
す
る
な
ど
、
各
府
省
に
お
い
て
適
切
な
対
応
が
行
わ
れ
て

い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
」
と
答
弁
さ
れ
て
い
る
。

こ
れ
を
踏
ま
え
て
、
次
の
事
項
に
つ
い
て
質
問
す
る
。

一

答
弁
書
の
中
の
総
理
指
示
と
は
平
成
二
十
一
年
九
月
十
八
日
に
開
催
さ
れ
た
閣
議
に
お
け
る
内
閣
総
理
大
臣
の
指
示
の
こ

と
を
指
す
と
の
理
解
で
よ
い
か
お
教
え
頂
き
た
い
。
そ
の
他
に
も
平
成
二
十
一
年
度
第
一
次
補
正
予
算
の
執
行
の
見
直
し
に

当
た
っ
て
内
閣
総
理
大
臣
の
指
示
が
出
て
い
る
と
す
れ
ば
、
指
示
の
内
容
、
指
示
を
出
し
た
相
手
、
そ
の
日
時
を
お
教
え
頂

き
た
い
。

二

平
成
二
十
一
年
九
月
十
八
日
に
開
催
さ
れ
た
閣
議
に
お
け
る
内
閣
総
理
大
臣
指
示
で
は
「
所
管
大
臣
は
、
各
副
大
臣
及
び

一



大
臣
政
務
官
を
中
心
に
現
場
を
よ
く
確
認
さ
せ
た
上
で
そ
の
執
行
の
是
非
を
点
検
」
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
と
認
識
し
て

い
る
が
、
地
方
経
済
や
地
方
公
共
団
体
に
与
え
る
影
響
が
大
き
い
と
考
え
る
次
の
各
事
業
に
つ
い
て
、
平
成
二
十
一
年
度
第

一
次
補
正
予
算
の
執
行
の
見
直
し
の
検
討
に
当
た
り
、
現
場
を
確
認
す
る
た
め
に
副
大
臣
及
び
大
臣
政
務
官
は
現
地
視
察
、

地
方
公
共
団
体
関
係
者
を
始
め
と
す
る
地
元
関
係
者
と
の
意
見
交
換
等
を
い
つ
、
ど
の
よ
う
な
形
で
行
っ
た
の
か
、
ま
た
そ

の
際
の
地
元
関
係
者
の
意
見
の
概
要
等
に
つ
い
て
お
教
え
頂
き
た
い
。
ま
た
、
大
臣
自
ら
が
現
地
視
察
を
行
っ
た
例
が
あ
れ

ば
、
併
せ
て
お
教
え
頂
き
た
い
。

�

定
住
自
立
圏
等
民
間
投
資
促
進
交
付
金

�

学
校
耐
震
化
の
早
期
推
進
（
公
立
及
び
私
立
）

�

太
陽
光
パ
ネ
ル
を
は
じ
め
と
し
た
エ
コ
改
修
の
拡
大
（
公
立
及
び
私
立
）

�

地
域
子
育
て
支
援
対
策
（
子
育
て
応
援
特
別
手
当
）

�

地
域
医
療
再
生
基
金

�

交
通
の
安
全
確
保
対
策
（
高
速
道
路
の
四
車
線
化
事
業
）

�

地
域
活
性
化
・
公
共
投
資
臨
時
交
付
金

二



�

地
域
情
報
通
信
基
盤
整
備
推
進
交
付
金
（
ブ
ロ
ー
ド
バ
ン
ド
ゼ
ロ
地
域
の
解
消
及
び
携
帯
不
感
エ
リ
ア
の
解
消
加
速
）

三

鳩
山
内
閣
に
お
い
て
は
政
治
主
導
を
国
民
に
公
約
し
、
各
府
省
に
大
臣
、
副
大
臣
、
大
臣
政
務
官
を
中
心
に
し
た
「
政
務

三
役
会
議
」
を
設
置
す
る
と
し
て
お
り
、
平
成
二
十
一
年
度
第
一
次
補
正
予
算
の
執
行
の
見
直
し
の
検
討
も
各
府
省
の
「
政

務
三
役
会
議
」
が
中
心
と
な
っ
た
と
報
道
等
さ
れ
て
い
る
が
、
事
実
か
お
教
え
頂
き
た
い
。
質
問
二
に
掲
げ
る
各
事
業
に
つ

い
て
、
執
行
停
止
を
検
討
・
決
定
し
た
各
府
省
の
「
政
務
三
役
会
議
」
の
開
催
状
況
（
開
催
日
、
開
催
場
所
、
会
議
参
加
者

（
官
僚
を
含
む
）
、
主
な
議
論
）
を
お
教
え
頂
き
た
い
。

四

平
成
二
十
一
年
九
月
十
八
日
の
閣
議
に
お
け
る
内
閣
総
理
大
臣
指
示
で
は
各
所
管
大
臣
は
検
討
結
果
を
十
月
二
日
ま
で
に

官
房
長
官
、
仙
谷
行
政
刷
新
担
当
大
臣
等
に
報
告
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
報
告
内
容
と
、
十
月
十
六
日
の
閣
議

決
定
に
お
け
る
決
定
内
容
と
異
な
っ
て
い
る
事
業
名
を
お
教
え
頂
き
た
い
。

五

地
域
子
育
て
支
援
対
策
（
子
育
て
応
援
特
別
手
当
）
に
つ
い
て
は
十
月
二
日
の
各
府
省
か
ら
の
報
告
の
後
、
行
政
刷
新
を

担
当
す
る
古
川
元
久
内
閣
府
副
大
臣
が
、
内
閣
府
に
長
浜
博
行
厚
生
労
働
副
大
臣
を
呼
び
、
執
行
停
止
を
指
示
し
た
旨
が
報

道
さ
れ
て
い
る
。
古
川
元
久
内
閣
府
副
大
臣
は
厚
生
労
働
省
な
ど
十
の
府
省
の
副
大
臣
を
呼
ん
で
再
検
討
を
指
示
し
た
と
報

道
さ
れ
て
い
る
が
、
見
直
し
を
指
示
し
た
事
業
名
を
す
べ
て
お
教
え
頂
き
た
い
。

三



六

平
成
二
十
一
年
度
第
一
次
補
正
予
算
の
執
行
停
止
に
よ
り
、
事
業
実
施
箇
所
や
補
助
金
額
等
に
つ
い
て
一
度
地
方
公
共
団

体
に
内
示
さ
れ
た
補
助
金
等
が
交
付
さ
れ
な
い
事
例
が
あ
る
の
で
あ
れ
ば
、
事
業
ご
と
に
各
地
方
公
共
団
体
別
の
執
行
停
止

さ
れ
る
補
助
金
等
の
額
を
お
教
え
頂
き
た
い
。

七

質
問
二
に
掲
げ
る
各
事
業
に
つ
い
て
、
執
行
停
止
妥
当
と
判
断
し
た
理
由
を
お
教
え
頂
き
た
い
。

右
質
問
す
る
。

四


